
自転車通学をしている
県立学校・高知市立高等学校の児童生徒

学校に助成申請書を提出
その後、配付された助成券を活用し、
販売協力店でヘルメットを購入

助成券を活用せずに先にヘルメットを
購入した場合は、助成を受けられません

●高知県高等学校ＰＴＡ連合会 ●高知県教育委員会

［広告協賛］
三井住友海上火災保険(株)
代理店：MS四国 (株 )

東京海上日動火災保険(株)
あいおいニッセイ同和損害保険(株)
代理店： (株 )トラスト・ワン

・県立学校
・高知市立高等学校

平成31年４月１日
「高知県自転車の安全で適
正な利用の促進に関する条
例」が施行。
18歳以下の人がヘルメット
を着用することが
保護者の努力義務として明
記されました。

●

● ●

！ 助成制度には期限があります


